
【件名】アルザス地方における外出制限の一時的強化 

 

●バ＝ラン県及びオ＝ラン県では１０日から外出制限を一時的に強化すると発

表しましたので十分注意してください。 

 

●今後も各地方自治体の判断で外出制限を強化する可能性があります。それぞ

れの滞在都市の最新状況を随時ご確認ください。 

 

１ バ＝ラン県は４月１０日（金）～４月１５日（水）の期間（延長する場合あ

り），必要不可欠な買い物をするための外出，短時間の散歩や運動またはペット

のために必要な外出をする場合は大人１名に限るとしています。（ただし，１６

歳以下の子や脆弱な人を同伴することは除く。）（下記３をご参照ください。） 

 

２ オ＝ラン県は４月１０日（金）～１３日（月）の期間，１１時～１９時の間

は県内における屋外での運動を禁止し，この時間外では１日１時間，自宅から 1

キロ以内の範囲内で個人単位でのみ行うことができるとしています。 

（参考）オ＝ラン県庁ホームページ 

http://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Espace-presse/Communiques-

2020/Coronavirus-des-mesures-plus-restrictives-pour-garantir-le-

respect-du-confinement 

 

 

３ 詳細は当館ＨＰ「新型コロナウイルス関連情報 フランス地方自治体による

主な措置」の関連項目をご覧ください。 

https://www.strasbourg.fr.emb-

japan.go.jp/itpr_ja/info_covid19.html#ancre51 

 

 

このメールは，在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録さ

れたメールアドレスに自動的に配信されております。 

 

 

【問い合わせ先】 

在ストラスブール日本国総領事館 

代表番号：０３－８８５２－８５００ 

（フランス国外からは（＋３３）３－８８５２－８５００） 
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メール： consulaire-cgj@s6.mofa.go.jp （領事班専用） 

    

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は，以下のＵ

ＲＬから停止手続きをお願いいたします。  

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete  

 

（了） 
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